
R6.6改訂 

利用料金表について 
 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

 

ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額（自己

負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度と利用時間

に応じて異なります。） 

 

ア） 要介護度及び利用時間による利用料金 

 ○要介護１～５    

＜７時間以上８時間未満の場合＞ 

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 

 要介護度１ 

 

８,９４０ 

    円 

 要介護度２ 

 

９,８９０ 

     円 

 要介護度３ 

 

１０,８６０ 

     円 

 要介護度４ 

 

１１,８３０ 

     円 

 要介護度５ 

 

１２,７８０ 

     円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 

 

       

８,０４６ 

円 

       

８,９０１ 

円 

      

９,７７４ 

円 

       

１０,６４７ 

円 

        

１１,５０２ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

  

        

８９４ 

円 

        

   ９８９ 

円 

     

 １,０８６ 

円 

          

  １,１８３ 

円 

       

 １,２７８ 

円 

 

   ＜６時間以上７時間未満の場合＞ 

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 

 要介護度１ 

 

７,９００ 

    円 

 要介護度２ 

 

８,７６０ 

     円 

 要介護度３ 

 

９,６００ 

     円 

 要介護度４ 

 

１０,４２０ 

     円 

 要介護度５ 

 

１１,２７０ 

     円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 

 

       

７,１１０ 

円 

       

７,８８４ 

円 

      

８,６４０ 

円 

       

９，３７８ 

円 

        

１０,１４３ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

  

        

７９０ 

円 

        

   ８７６ 

円 

     

   ９６０ 

円 

          

  １,０４２ 

円 

       

 １,１２７ 

円 

   ＜５時間以上６時間未満の場合＞  

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 

要介護度１ 

 

７,７１０ 

円 

要介護度２ 

 

８,５４０ 

円 

要介護度３ 

 

９,３６０ 

円 

要介護度４ 

 

１０,１６０ 

円 

 要介護度５ 

 

１０,９９０ 

円 

２．うち、介護保険から

給付される金額 

 

        

６,９３９ 

円 

        

７,６８６ 

        

８,４２４ 

円 

       

９,１４４ 

円 

       

９,８９１ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

  

 

 ７７１ 

円 

 

 ８５４ 

円 

 

 ９３６ 

円 

 

 １,０１６ 

円 

 

 １,０９９ 

円 

別紙１ 
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   ＜４時間以上５時間未満の場合＞ 

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 

 要介護度１ 

 

５,１５０ 

     円 

 要介護度２ 

 

５,６６０ 

    円 

 要介護度３ 

 

６,１８０ 

     円 

 要介護度４ 

 

６,６９０ 

     円 

 要介護度５ 

 

７,２００ 

     円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 

 

 

４,６３５ 

円 

 

５,０９４ 

円 

 

５,５６２ 

円 

 

６,０２１ 

円 

 

６,４８０ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

  

 

 ５１５ 

円 

 

 ５６６ 

円 

 

 ６１８ 

円 

 

 ６６９ 

円 

 

 ７２０ 

円 

    ＜３時間以上４時間未満の場合＞ 

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 

 要介護度１ 

 

４,９１０ 

     円 

 要介護度２ 

 

５,４１０ 

    円 

 要介護度３ 

 

５,８９０ 

     円 

 要介護度４ 

 

６,３９０ 

     円 

 要介護度５ 

 

６,８８０ 

     円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 

 

 

４,４１９ 

円 

 

４,８６９ 

円 

 

５,３０１ 

円 

 

５,７５１ 

円 

 

６,１９２ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

  

 

 ４９１ 

円 

 

 ５４１ 

円 

 

 ５８９ 

円 

 

 ６３９ 

円 

 

 ６８８ 

円 

  

○要支援１～２ 

＜７時間以上８時間未満の場合＞ 

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 要 支 援 １ 

 

   ７,７３０ 

円 

 要 支 援 ２ 

 

   ８,６４０ 

円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 
 

６,９５７ 

円 

 

    ７,７７６ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

 （１－２） 

 

     ７７３ 

円 

 

     ８６４  

円 

   ＜６時間以上７時間未満の場合＞ 

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 要 支 援 １ 

 

   ６,８４０ 

円 

 要 支 援 ２ 

 

   ７,６２０ 

円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 
 

６,１５６ 

円 

 

    ６,８５８ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

 （１－２） 

 

     ６８４ 

円 

 

     ７６２  

円 
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   ＜５時間以上６時間未満の場合＞  
１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 要 支 援 １ 

 

 ６,６７０  

円 

 要 支 援 ２ 

 

   ７,４３０  

円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 

 

 

   ６,００３  

円 

 

   ６,６８７ 

 円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

 （１－２） 

 

     ６６７  

円 

 

     ７４３ 

円 

   ＜４時間以上５時間未満の場合＞ 

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 要 支 援 １ 

 

  ４,４９０  

円 

 要 支 援 ２ 

 

   ４,９８０  

円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 

 

 

   ４,０４１  

円 

 

   ４,４８２ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

 （１－２） 

 

     ４４９  

円 

 

    ４９８  

円 

 

   ＜３時間以上４時間未満の場合＞ 

１．ご契約者の要介護 

度とサービス利用料 

金 

 要 支 援 １ 

 

  ４,２９０  

円 

 要 支 援 ２ 

 

   ４,７６０  

円 

２．うち、介護保険か 

ら給付される金額 
 

   ３,８６１  

円 

 

   ４,２８４ 

円 

３．サービス利用に係 

る自己負担額 

 （１－２） 

 

     ４２９  

円 

 

    ４７６  

円 

 

イ） サービス内容による加算・減算 

 

     以下のサービスは介護報酬の加算対象となっています。厚生労働省の定める基

準に従い施設が整えているサービスの提供体制にかかる加算を以下の通り負担

いただきます。 

① ・入浴介助加算Ⅰ：１日につき ４０円 

入浴介助を適切に行いことができる人員及び設備を有して入浴介助を行う。  

・入浴介助加算Ⅱ：１日につき ５５円 
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医師等が居宅を訪問・評価・環境整備への助言。環境を踏まえたうえで入浴計画

を作成し、その計画に基づき個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で入

浴介助を行う。  

② ・生活機能向上連携加算Ⅰ：１月につき １００円 

ＩＣＴの活用等により、外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに、利用者の状

況を把握・助言し、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓

練計画を作成する。  

・生活機能向上連携加算Ⅱ：１月につき ２００円 

外部のリハ専門職等が利用者宅を訪問して、生活機能の向上を目的とした個別

機能訓練計画を作成する。 

③ ・個別機能訓練加算Ⅰ：１日につき ２７円 

イ、サービス提供時間を通じて、1日 120分以上専従の機能訓練指導員を 1以上

配置し、実施すること。 

ロ、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同し

て、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施

し、評価を行っていること 

ハ、開始時及び 3 月に 1 回以上利用者に個別機能訓練計画の内容を説明し、記     

録していること 

・個別機能訓練加算Ⅱ：１月につき ２０円 

加算Ⅰに加えて個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバ

ックを受けていること。 

④ ・ＡＤＬ維持等加算Ⅰ：１月につき ３０円 

利用者の総数が１０人以上で、Barthel Indexを利用開始時、６月目に評価し、

厚生労働省に提出しており、ＡＤＬ利得が１以上向上していること。 

・ＡＤＬ維持等加算Ⅱ：１月につき ６０円 

利用者の総数が１０人以上で、Barthel Indexを利用開始時、６月目に評価し、

厚生労働省に提出しており、ＡＤＬ利得が３以上向上していること。 

⑤ 若年性認知症利用者受入加算：１日につき ６０円 

18歳から 64歳で認知症を発症した利用者に対して、指定(介護予防)認知症対応

型通所介護を行った場合に加算する。 

⑥ 栄養アセスメント加算：１月につき ５０円 

当該事業所の従業者、または外部との連携により管理栄養士を１名以上配置し

ていること。  

⑦ ・栄養改善加算：１回につき(月２回を限度) ２００円 

低栄養状態にある利用者またはそのおそれのある利用者に対して、当該利用者
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の低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施されている栄養管理であっ

て、利用者の心身の状態の維持または向上にすると認められるサービスを行っ

た場合に加算する。  

イ、管理栄養士を 1名以上配置していること 

ロ、栄養士など各職種が共同して栄養ケア計画を作成していること 

ハ、栄養ケア計画に基づき管理栄養士等が、栄養改善サービスを提供しており   

利用者の栄養状態を定期的に記録していること 

ニ、利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること 

ホ、必要に応じて居宅を訪問すること 

⑧ ・口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ：１回につき ２０円 

イ、当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の

健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当

該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

ロ、当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状

態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を当該利用者を担

当する介護支援専門員に提供していること。 の両方に適合すること。  

・口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ：１回につき ５円 

加算Ⅰのイ、ロどちらかに適合すること。  

⑨ ・口腔機能向上加算Ⅰ：１回につき(月２回を限度) １５０円 

口腔機能が低下している利用者またはそのおそれがある者に対して、口腔機能

の向上を目的として個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施または摂

食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の

維持・向上に資すると認められる場合に加算する。 

イ、言語聴覚士・歯科衛生士または看護職員を 1名以上配置していること 

ロ、各職種が共同して計画書を作成していること 

ハ、栄養状態を定期的に記録していること 

ニ、進捗状況を定期的に評価していること  

   ・口腔機能向上加算Ⅱ：１回につき(月２回を限度) １６０円  

口腔機能向上加算Ⅰの取り組みに加えて、利用者ごとの口腔機能改善管理指導

計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって

当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活

用していること 

⑩ 科学的介護推進体制加算：１月につき ４０円 

イ、入所者・利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出

していること。 
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ロ、サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他サービスを適切かつ

有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

⑪ ・サービス提供体制強化加算Ⅰ：１回につき ２２円 

介護職員のうち介護福祉士の占める割合が７０％以上又は、勤続１０年以上の

介護福祉士が２５％以上である場合に加算する。 

・サービス提供体制強化加算Ⅱ：１回につき １８円 

介護職員のうち介護福祉士の占める割合が５０％以上である場合に加算する。 

・サービス提供体制強化加算Ⅲ：１回につき ６円 

介護職員のうち介護福祉士の占める割合が４０％以上又は、勤続年数 7 年以上

の介護福祉士が３０％以上である場合に加算する。 

⑫ ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）：所定単位数にサービス別加算率 18.1％を乗

じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）：所定単位数にサービス別加算率 17.4％を乗

じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）：所定単位数にサービス別加算率 15.0％を乗

じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）：所定単位数にサービス別加算率 12.2％を乗

じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(1)：所定単位数にサービス別加算率 15.8％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(2)：所定単位数にサービス別加算率 15.3％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(3)：所定単位数にサービス別加算率 15.1％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）(4)：所定単位数にサービス別加算率 14.6％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(5)：所定単位数にサービス別加算率 13.0％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(6)：所定単位数にサービス別加算率 12.3％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(7)：所定単位数にサービス別加算率 11.9％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）(8)：所定単位数にサービス別加算率 12.7％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(9)：所定単位数にサービス別加算率 11.2％を
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乗じた単位数を算定。 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(10)：所定単位数にサービス別加算率 9.6％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(11)：所定単位数にサービス別加算率 9.9％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）(12)：所定単位数にサービス別加算率 8.9％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(13)：所定単位数にサービス別加算率 8.8％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(14)：所定単位数にサービス別加算率 6.5％を

乗じた単位数を算定。 （１月につき） 

 ※ 所定単位数とは、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数。 

⑬ 送迎サービスを実施していない場合（利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行

う場合など）は片道につき、４７円減額します。 

 

※１「サービス利用時間」及び要介護度に基づく利用料金は国で定められた基準で

す。介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用

者の負担額を変更します。 

 

※２上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、通所介護

計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づ

く介護給付体系により計算されています。 

 

※３社会福祉法人等利用者負担軽減確認証をお持ちの方は、その減額割合に応じて

減額した料金とします。 

 

※４ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、予想される介護度に応じ

たサービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援の認定を受け

た後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い）。ケアプラ

ン策定の済んでいない方の場合等も償還払いとなりますが、償還払いとなる場合、

ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供

証明書」を交付します。 

 

※５イ）サービス内容による加算・減算 の中で、現在 入浴介助加算Ⅰ・Ⅱ、サー

ビス体制強化加算（Ⅱ）、科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は



R6.6改訂 

（Ⅱ）、介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 以外は体制が整っておらず、加算対象とな

っておりません。体制が整い加算対象となった場合には厚生労働省の定める基準に

従いご負担を頂くことになります。その場合には事前にご通知します。 

 

※６上記のア）及びイ）から算出した額の１割、２割又は３割がご利用者の自己負

担額となります。介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」が２割となっている

方は上記の２倍、３割となっている方は上記の３倍の負担額となります。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条） 

    以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 

   ＜サービスの概要と利用料金＞ 

 

① 利用者の食事等の提供 

     ご利用者の栄養状態に適した食事等を提供します。 

         利用料金：1回あたり６５０円   昼食代６００円＋間食代５０円  

※キャンセルは、前日までにお申し出ください。当日１０時以降のキャンセ

ルの場合は食費をいただきます。 

 

② 日常生活 

     日常生活用品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者に

負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

 

③ 区分支給限度基準額を超えるサービス 

区分支給限度基準額を超えるサービスを利用された場合、サービス費用は全

額自己負担になります。その自己負担額は、介護保険法に基づくサービス利

用料を全額ご負担いただく事になります。 

      

  ※ 経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること

があります。その場合、変更の内容と事由について、一月前には文書で連絡し

ます。 

 

（３）複写物の交付（契約書第１１条４） 

ご利用者は、サービス提供についての記録その他の複写物を必要とする場合に

は、実費相当分の金額をご負担いただきます。 

利用料金：１枚あたり白黒コピー１０円・カラーコピー４０円 

 


